
 

議案第１３７号 

 

常総市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条

例の一部を改正する条例について 

 

常総市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部を

改正する条例を次のように定めたいので，地方自治法（昭和２２年法律第６７

号）第９６条第１項第１号の規定により議会の議決を求める。 

 

令和６年３月２５日 提出 

 

提出者 議会運営委員長  倉 持  守   

提案理由 

本案は，議会の議員の中から選任された監査委員の報酬について監査委員の職

務内容や職務時間等を踏まえ現行の月額４５，０００円から日額１０，０００円

に変更するのが妥当と判断したため，これを提案するものである。 



 

常総市条例第 号 

 

常総市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の

一部を改正する条例 

 

常総市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例（昭和３

１年水海道市条例第１８号）の一部を次のように改正する。 

別表第３監査委員の部議会の議員の中から選任された委員の項中「月額」を

「日額」に，「４５，０００円」を「１０，０００円」に改める。 

附 則 

この条例は，令和６年４月１日から施行する。 
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○常総市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例 

昭和３１年９月１９日 

条例第１８号 

（趣旨） 

第１条 この条例は，地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２０３条の２第

４項の規定に基づき，特別職の職員で非常勤のもの（以下「特別職の職員」と

いう。）の報酬及び費用弁償の額並びにその支給方法に関し，必要な事項を定

めるものとする。 

（報酬） 

第２条 特別職の職員の報酬は，別表第１から別表第４までのとおりとする。 

（報酬の支給方法） 

第３条 報酬が月額により定められている特別職の職員が，月の中途において就

職したとき又は退職，失職若しくは死亡等によりその職を離れたときは，その

月の報酬はその月の日数を基礎として日割りにより支給する。 

２ 報酬が年額により定められている特別職の職員が，年の中途において就職し

たとき又は退職，失職若しくは死亡等によりその職を離れたときは，月割りに

より報酬を支給する。 

３ 任期満了により退職した者が再び当選又は選任されたときは，報酬の支給に

ついては引き続き在職したものとみなす。 

４ 特別職の職員の報酬は，報酬を日額で定める特別職の職員には勤務のつど，

報酬を月額で定める特別職の職員にはその月分を当該月の２１日（その日が休

日，日曜日又は土曜日に当たるときは，その日前においてその日に最も近い休

日，日曜日又は土曜日でない日）に，報酬を年額で定める特別職の職員にはそ

の年度の３月にそれぞれ支給する。ただし，退職，失職又は死亡等によりその

職を離れ，日割り又は月割りにより支給する場合には，その事由の生じたとき

に支給することができる。 

５ 前各項の規定にかかわらず，情報化統括補佐官又は審理員の報酬の支給方法

については，市長が別に定める。 

（重複給与の禁止） 

第４条 市長，副市長及び教育長並びに一般職に属する常勤の職員がこの条例の

適用を受ける特別職の職を兼ねるときは，その兼ねる特別職の職員として受け

るべき報酬は支給しない。 

（費用弁償） 
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第５条 特別職の職員が公務のため旅行したときは，その旅行について，費用弁

償として旅費を支給する。 

２ 前項の規定により支給する旅費の額は，別表第１から別表第４までに掲げる

職に相当する職員の受ける旅費の額に相当する額とする。 

３ 前項に定めるもののほか，特別職の職員に支給する旅費については，一般職

の職員に支給する旅費の例による。ただし，同項の規定により常勤の特別職に

相当する額の旅費の支給を受ける特別職の職員の旅費については，常総市職員

の旅費に関する条例（昭和３２年水海道市条例第１３号）第１６条ただし書の

規定は，適用しない。 

４ 別表第５に掲げる特別職の職員が出務したときは，同表に規定する出務１日

当たりの費用弁償を支給する。 

（委任） 

第６条 この条例の施行に関し必要な事項は，市長が別に定める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は公布の日から施行し，昭和３１年９月１日から適用する。 

（経過措置） 

２ 水海道市教育委員会副委員長及び議会選出委員の報酬及び費用弁償について

は，昭和３１年９月３０日までなお従前の例による。 

（水海道市報酬費用弁償給料及び旅費支給条例等の廃止） 

３ 次の条例は廃止する。 

水海道市報酬費用弁償給料及び旅費支給条例（昭和２３年条例第８６号） 

水海道市教育委員会委員の報酬及び費用弁償に関する条例（昭和２７年条例第１

５４号） 

（石下町の編入に伴う経過措置） 

４ 石下町の編入の日前に，石下町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用

弁償に関する条例（昭和３９年石下町条例第８号。以下「石下町条例」とい

う。）の規定により支給すべき事由を生じた報酬又は費用弁償については，な

お石下町条例の例による。 

５ 編入前の石下町の特別職の職員であった者で引き続き市の特別職の職員に委

嘱され，又は任命されたものが，石下町条例の規定により平成１８年３月３１

日までの間の報酬の支給を受けていた場合においては，当該報酬は支給しない。 

６ 当分の間，編入前の石下町の区域における常総市立学校の学校医及び学校歯
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科医に対する別表第４の規定の適用については，同表学校医の項中「１２７,

０００円」とあるのは「１１０,０００円」と，同表学校歯科医の項中「１２

７,０００円」とあるのは「１００,０００円」とする。 

中略 

附 則（令和４年条例第２３号）抄 

（施行期日） 

第１条 この条例は，令和５年４月１日から施行する。 

附 則（令和５年条例第１号） 

この条例は，公布の日から施行する。 

附 則（令和６年条例第 号） 

この条例は，令和６年４月１日から施行する。 
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別表第１ 略 

別表第２ 略 

別表第３（第２条，第５条関係） 

職名 報酬区分 報酬額 旅費の額 

（相当する職） 

教育委員会の委員 月額 42,000円 常勤の特別職 

監査委員 識見を有する者の中か

ら選任された委員 

月額 60,000円 常勤の特別職 

 議会の議員の中から選

任された委員 

月額日額 45,000円 

10,000円 

常勤の特別職 

農業委員

会の委員 

会長 月額 53,000円 常勤の特別職 

会長代理委員 月額 47,000円 常勤の特別職 

委員 月額 42,000円 常勤の特別職 

農地利用最適化推進委員 月額 21,000円 常勤の特別職 

生活保護嘱託医 月額 43,000円 一般職 

事務嘱託 月額 200,000円

以内で市長

の定める額 

一般職 

備考 

１ 農業委員会の委員及び農地利用最適化推進委員の報酬にあっては，本表に

定めるもののほか，農地利用最適化交付金（農地利用の最適化に係る活動及

び成果の実績に応じた茨城県からの交付金をいう。）の範囲内で規則で定め

る額を能率給として支給する。 

２ 前項の能率給の支給方法は，第３条第４項の規定にかかわらず，市長が別

に定める。 

 

別表第４ 略 

別表第５ 略 

 


